
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡＶ信号をエンコードして生成した符号化データを、ランダムアクセス可能な記録媒体
に記録するとともに、前記記録媒体に記録されている前記符号化データを再生してデコー
ドする記録再生装置において、
　入力された前記ＡＶデータを第１の符号化方式を用いてエンコードし、第１の符号化デ
ータを生成する生成手段と、
　前記生成手段が生成した前記第１の符号化データを前記記録媒体に記録する第１の記録
手段と、
　前記第１の記録手段による記録処理 を監視する監視手段と、
　前記第１の記録手段が前記記録媒体に記録した前記第１の符号化データを、前記記録媒
体から読み出す読み出し手段と、
　前記読み出し手段が前記記録媒体から読み出した前記第１の符号化データを、第２の符
号化方式に対応する第２の符号化データに変換する変換手段と、
　前記変換手段によって変換された前記第２の符号化データを前記記録媒体に記録する第
２の記録手段とを含み、
　前記読み出し手段、前記変換手段、および前記第２の記録手段は、前記監視手段の監視
結果に基づき、

前記第１の記録手段による前記記録処理と同時に、それぞれの処理を実行する
　ことを特徴とする記録再生装置。
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【請求項２】
　前記第１の符号化方式は、 MPEG２方式であり、
　前記第２の符号化方式は、 MPEG１方式である
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項３】
　前記変換手段は、前記読み出し手段が前記記録媒体から読み出した前記第１の符号化デ
ータを変換する処理と、変換しないでそのまま出力する処理のいずれか一方を選択し、
　前記第２の記録手段は、前記変換手段によって選択された処理により生成された前記第
１または第２の符号化データを前記記録媒体に記録する
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項４】
　前記変換手段により生成された前記第１または第２の符号化データを他の電子機器に転
送する転送手段を
　さらに含むことを特徴とする請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項５】
　ＡＶ信号をエンコードして生成した符号化データを、ランダムアクセス可能な記録媒体
に記録するとともに、前記記録媒体に記録されている前記符号化データを再生してデコー
ドする記録再生装置の記録再生方法において、
　入力された前記ＡＶデータを第１の符号化方式を用いてエンコードし、第１の符号化デ
ータを生成する生成ステップと、
　前記生成ステップの処理で生成された前記第１の符号化データを前記記録媒体に記録す
る第１の記録ステップと、
　前記第１の記録ステップの処理 を監視する監視ステップと、
　前記第１の記録ステップの処理で前記記録媒体に記録された前記第１の符号化データを
、前記記録媒体から読み出す読み出しステップと、
　前記読み出しステップの処理で前記記録媒体から読み出された前記第１の符号化データ
を、第２の符号化方式に対応する第２の符号化データに変換する変換ステップと、
　前記変換ステップの処理で変換された前記第２の符号化データを前記記録媒体に記録す
る第２の記録ステップとを含み、
　前記読み出しステップの処理、前記変換ステップの処理、および前記第２の記録ステッ
プの処理では、前記監視ステップの処理での監視結果に基づき、

前記第１の記録ステップの処理と同時に、それ
ぞれの処理が実行される
　ことを特徴とする記録再生方法。
【請求項６】
　ＡＶ信号をエンコードして生成した符号化データを、ランダムアクセス可能な記録媒体
に記録するとともに、前記記録媒体に記録されている前記符号化データを再生してデコー
ドする記録再生用のプログラムであって、
　入力された前記ＡＶデータを第１の符号化方式を用いてエンコードし、第１の符号化デ
ータを生成する生成ステップと、
　前記生成ステップの処理で生成された前記第１の符号化データを前記記録媒体に記録す
る第１の記録ステップと、
　前記第１の記録ステップの処理 を監視する監視ステップと、
　前記第１の記録ステップの処理で前記記録媒体に記録された前記第１の符号化データを
、前記記録媒体から読み出す読み出しステップと、
　前記読み出しステップの処理で前記記録媒体から読み出された前記第１の符号化データ
を、第２の符号化方式に対応する第２の符号化データに変換する変換ステップと、
　前記変換ステップの処理で変換された前記第２の符号化データを前記記録媒体に記録す
る第２の記録ステップとからなり、
　前記読み出しステップの処理、前記変換ステップの処理、および前記第２の記録ステッ

10

20

30

40

50

(2) JP 3921680 B2 2007.5.30

の開始

前記第１の記録ステップ
の処理が開始されたと判定された場合に、

の開始



プの処理では、前記監視ステップの処理での監視結果に基づき、
前記第１の記録ステップの処理と同時に、それ

ぞれの処理が実行される
　ことを特徴とするコンピュータが読み取り可能なプログラムを格納するプログラム格納
媒体。
【請求項７】
　ＡＶ信号をエンコードして生成した符号化データを、ランダムアクセス可能な記録媒体
に記録するとともに、前記記録媒体に記録されている前記符号化データを再生してデコー
ドするコンピュータに、
　入力された前記ＡＶデータを第１の符号化方式を用いてエンコードし、第１の符号化デ
ータを生成する生成ステップと、
　前記生成ステップの処理で生成された前記第１の符号化データを前記記録媒体に記録す
る第１の記録ステップと、
　前記第１の記録ステップの処理 を監視する監視ステップと、
　前記第１の記録ステップの処理で前記記録媒体に記録された前記第１の符号化データを
、前記記録媒体から読み出す読み出しステップと、
　前記読み出しステップの処理で前記記録媒体から読み出された前記第１の符号化データ
を、第２の符号化方式に対応する第２の符号化データに変換する変換ステップと、
　前記変換ステップの処理で変換された前記第２の符号化データを前記記録媒体に記録す
る第２の記録ステップとを実行させ、
　前記読み出しステップの処理、前記変換ステップの処理、および前記第２の記録ステッ
プの処理では、前記監視ステップの処理での監視結果に基づき、

前記第１の記録ステップの処理と同時に、それ
ぞれの処理が実行される
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　

【請求項９】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録再生装置および方法、プログラム格納媒体、並びにプログラムに関し、特
に、テレビジョン放送信号を受信して、その映像および音声の信号をランダムアクセス可
能な記録媒体に記録し、また再生する場合に用いて好適な記録再生装置および方法、プロ
グラム格納媒体、並びにプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、テレビジョン放送信号を受信して、その映像および音声の信号（以下、ＡＶ信号を
記述する）を MPEG(Moving Picture Experts Group)２方式等を用いてエンコードし、ハー
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入力された信号を、記録媒体に記録する記録手段と、
　前記記録媒体に記録される前記信号の第１の符号化方式とは異なる第２の符号化方式に
自動で変換するか否かを設定する設定手段と、
　自動で変換することが設定されている場合に、前記信号が前記記録媒体に記録されると
ともに前記信号を第２の符号化方式に変換する変換手段と
　を備えることを特徴とする記録装置。

入力された信号を、記録媒体に記録する記録処理ステップと、
　前記記録媒体に記録される前記信号の第１の符号化方式とは異なる第２の符号化方式に
自動で変換するか否かの設定が自動で変換することに設定されている場合に、前記信号が
前記記録媒体に記録されるとともに前記信号を前記第２の符号化方式に変換する変換処理
ステップと
　を含むことを特徴とする記録方法。



ドディスクのようなランダムアクセス可能な記録媒体に記録することができ、かつ、再生
することができる装置（以下、ハードディスクビデオレコーダと記述する）がある。
【０００３】
また、ハードディスクビデオレコーダと同様の機能を具備したパーソナルコンピュータが
存在する。
【０００４】
従来のハードディスクビデオレコーダや同様の機能を有するパーソナルコンピュータでは
、ランダムアクセス可能な記録媒体を用いているので、ある番組のＡＶ信号を録画しなが
ら、同時に、録画中の番組のＡＶ信号や、既に記録媒体に録画されている他の番組のＡＶ
信号を再生すること（いわゆる、スリップ再生）が可能である。なお、スリップ再生の技
術については、本出願人が提案済みであり、例えば、特開平１１－３９８５０号公報に開
示されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
また、従来のハードディスクビデオレコーダや同様の機能を有するパーソナルコンピュー
タでは、所定のフォーマット（ MPEG２方式など）でエンコードし、記録媒体に録画したＡ
Ｖ信号を、コピーすること、他のフォーマット（例えば、 MPEG１方式）に変換すること、
あるいは、所定の装置に転送することが可能であるが、録画中の番組のＡＶ信号を、コピ
ーすること、他のフォーマットに変換すること、あるいは、所定の装置に転送することが
できない課題があった。
【０００６】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、録画中の番組のＡＶ信号を、コピ
ーすること、他のフォーマットに変換すること、および、所定の装置に転送することを可
能とすることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の記録再生装置は、入力されたＡＶデータを第１の符号化方式を用いてエンコー
ドし、第１の符号化データを生成する生成手段と、生成手段が生成した第１の符号化デー
タを記録媒体に記録する第１の記録手段と、第１の記録手段による記録処理 を監視
する監視手段と、第１の記録手段が記録媒体に記録した第１の符号化データを、記録媒体
から読み出す読み出し手段と、読み出し手段が記録媒体から読み出した第１の符号化デー
タを、第２の符号化方式に対応する第２の符号化データに変換する変換手段と、変換手段
によって変換された第２の符号化データを記録媒体に記録する第２の記録手段とを含み、
読み出し手段、変換手段、および第２の記録手段は、監視手段の監視結果に基づき、

第１の記録手段による記録
処理と同時に、それぞれの処理を実行することを特徴とする。
【０００８】
第１の符号化方式は、 MPEG２方式とすることができ、第２の符号化方式は、 MPEG１方式と
することができる。
【０００９】
前記変換手段には、読み出し手段が記録媒体から読み出した第１の符号化データを変換す
る処理と、変換しないでそのまま出力する処理のいずれか一方を選択させるようにするこ
とができ、前記第２の記録手段には、変換手段によって選択された処理により生成された
第１または第２の符号化データを記録媒体に記録させるようにすることができる。
【００１０】
本発明の記録再生装置は、変換手段により生成された第１または第２の符号化データを他
の電子機器に転送する転送手段をさらに含むことができる。
【００１１】
　本発明の記録再生方法は、入力されたＡＶデータを第１の符号化方式を用いてエンコー
ドし、第１の符号化データを生成する生成ステップと、生成ステップの処理で生成された
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第１の符号化データを記録媒体に記録する第１の記録ステップと、第１の記録ステップの
処理 を監視する監視ステップと、第１の記録ステップの処理で記録媒体に記録され
た第１の符号化データを、記録媒体から読み出す読み出しステップと、読み出しステップ
の処理で記録媒体から読み出された第１の符号化データを、第２の符号化方式に対応する
第２の符号化データに変換する変換ステップと、変換ステップの処理で変換された第２の
符号化データを記録媒体に記録する第２の記録ステップとを含み、読み出しステップの処
理、変換ステップの処理、および第２の記録ステップの処理では、監視ステップの処理で
の監視結果に基づき、 第１
の記録ステップの処理と同時に、それぞれの処理が実行されることを特徴とする。
【００１２】
　本発明のプログラム格納媒体のプログラムは、入力されたＡＶデータを第１の符号化方
式を用いてエンコードし、第１の符号化データを生成する生成ステップと、生成ステップ
の処理で生成された第１の符号化データを記録媒体に記録する第１の記録ステップと、第
１の記録ステップの処理 を監視する監視ステップと、第１の記録ステップの処理で
記録媒体に記録された第１の符号化データを、記録媒体から読み出す読み出しステップと
、読み出しステップの処理で記録媒体から読み出された第１の符号化データを、第２の符
号化方式に対応する第２の符号化データに変換する変換ステップと、変換ステップの処理
で変換された第２の符号化データを記録媒体に記録する第２の記録ステップとを含み、読
み出しステップの処理、変換ステップの処理、および第２の記録ステップの処理では、監
視ステップの処理での監視結果に基づき、

第１の記録ステップの処理と同時に、それぞれの処理が実行されることを
特徴とする。
【００１３】
　本発明のプログラムは、入力されたＡＶデータを第１の符号化方式を用いてエンコード
し、第１の符号化データを生成する生成ステップと、生成ステップの処理で生成された第
１の符号化データを記録媒体に記録する第１の記録ステップと、第１の記録ステップの処
理 を監視する監視ステップと、第１の記録ステップの処理で記録媒体に記録された
第１の符号化データを、記録媒体から読み出す読み出しステップと、読み出しステップの
処理で記録媒体から読み出された第１の符号化データを、第２の符号化方式に対応する第
２の符号化データに変換する変換ステップと、変換ステップの処理で変換された第２の符
号化データを記録媒体に記録する第２の記録ステップとをコンピュータに実行させ、読み
出しステップの処理、変換ステップの処理、および第２の記録ステップの処理では、監視
ステップの処理での監視結果に基づき、

第１の記録ステップの処理と同時に、それぞれの処理が実行されることを特
徴とする。
【００１４】
　本発明の記録再生装置および方法、並びにプログラムにおいては、入力されたＡＶデー
タが第１の符号化方式を用いてエンコードされて第１の符号化データが生成され、生成さ
れた第１の符号化データが記録媒体に記録される。また、

記録の処理 が監視される。さらに、記録の
処理で記録媒体に記録された第１の符号化データが記録媒体から読み出され、記録媒体か
ら読み出された第１の符号化データが第２の符号化方式に対応する第２の符号化データに
変換され、変換された第２の符号化データが記録媒体に記録される。なお、読み出しの処
理、変換の処理、および第２の記録の処理では、監視の処理での監視結果に基づき、

第１の記録の処理と同時に、それぞれの
処理が実行される。
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れた場合に、

生成された第１の符号化データ
を記録媒体に記録する処理を表す第１の の開始

第１
の記録の処理が開始されたと判定された場合に、

　また、本発明の記録装置は、入力された信号を、記録媒体に記録する記録手段と、記録
媒体に記録される信号の第１の符号化方式とは異なる第２の符号化方式に自動で変換する
か否かを設定する設定手段と、自動で変換することが設定されている場合に、信号が記録
媒体に記録されるとともに信号を第２の符号化方式に変換する変換手段とを備えることを



【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明を適用したビデオレコーダの構成例について、図１を参照して説明する。当該ビデ
オレコーダは、テレビジョン放送信号を受信して、そのプログラムのＡＶ信号をハードデ
ィスクに記録することができ、かつ、再生することができるものである。
【００１６】
当該ビデオレコーダは、大別して、全体を制御する制御部１、テレビジョン放送信号を受
信し、そのプログラムのＡＶ信号をエンコードしてハードディスク１３に記録する録画部
９、ユーザからのコマンドを受け付ける操作入力部７、ハードディスク１３に記録された
エンコードされているＡＶ信号を読み出してデコードする再生部１４、再生部１４から供
給されるＡＶ信号を後段のモニタ等（不図示）に出力する出力制御部１７、録画部９の動
作を監視する監視部１８、および録画中のエンコードされたＡＶ信号を読み出して他のフ
ォーマットのＡＶ信号に変換する変換部１９より構成される。
【００１７】
制御部１は、 CPU(Central Processing Unit)等より成り、ドライブ２を制御して、磁気デ
ィスク３、光ディスク４、光磁気ディスク５、または半導体メモリ６に記憶されている制
御用プログラムを読み出し、読み出した制御用プログラム、およびユーザから入力される
コマンド等に基づいて、バス８を介してビデオレコーダの各部を制御する。
【００１８】
操作入力部７は、リモートコントローラ等より成り、ユーザからの各種のコマンドを受け
付けて、その情報を制御部１に通知する。
【００１９】
　録画部９は、アンテナ等（不図示）よりテレビジョン放送信号から、ユーザが選局した
プログラムのＡＶ信号を取得してエンコード部１１に出力する受信部１０、受信部１０か
ら入力されるＡＶ信号を所定の方式（例えば、 MPEG２方式）を用いてエンコードし、得ら
れる符号化データを書き込み部１２に出力するエンコード部１１、およびエンコード部

から入力される符号化データ（ MPEG２方式等でエンコードされているＡＶ信号）をハー
ドディスク１３に記録する書き込み部１２より構成される。
【００２０】
再生部１４は、ハードディスク１３に記録されている符号化データ（エンコードされてい
るＡＶ信号）を読み出してデコード部１６に出力する読み出し部１５、および読み出し部
１５から入力される符号化データをデコードして、得られるＡＶ信号を出力制御部１７に
供給するデコード部１６より構成される。読み出し部１５は、ハードディスク１３から読
み出す符号化データを、適宜、変換部１９にも出力する。
【００２１】
監視部１８は、録画部９の動作を監視し、録画中であるか否かを示す監視結果情報を変換
部１９に通知する。
【００２２】
変換部１９は、再生部１４の読み出し部１５から供給される符号化データのフォーマット
を、例えば、 MPEG１方式に変換して書き込み部２１および出力部２に出力するコンバート
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特徴とする。
　さらに、本発明の記録方法は、入力された信号を、記録媒体に記録する記録処理ステッ
プと、記録媒体に記録される信号の第１の符号化方式とは異なる第２の符号化方式に自動
で変換するか否かの設定が自動で変換することに設定されている場合に、信号が記録媒体
に記録されるとともに信号を第２の符号化方式に変換する変換処理ステップとを含むこと
を特徴とする。
　本発明の記録装置および方法においては、入力された信号が、記録媒体に記録され、記
録媒体に記録される信号の第１の符号化方式とは異なる第２の符号化方式に自動で変換す
るか否かの設定が自動で変換することに設定されている場合に、信号が記録媒体に記録さ
れるとともに信号が第２の符号化方式に変換される。

１
１



部２０、および、コンバート部２０から入力される符号化データ（ MPEG１方式等に変換さ
れたＡＶ信号）をハードディスク１３に記録する書き込み部２１、並びに、コンバート部
２０から入力される符号化データ（ MPEG１方式等に変換されたＡＶ信号）を、所定のネッ
トワーク（例えば、 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)１３９
４データバスネットワーク等）を介して他の電子機器に出力する出力部２２より構成され
る。
【００２３】
コンバート部２０は、再生部１４の読み出し部１５から供給される符号化データを、その
フォーマットを変換することなく、そのまま、書き込み部２１および出力部２２に出力す
ることができる。
【００２４】
次に、ビデオレコーダの動作について説明する。初めに、テレビジョン放送のプログラム
のＡＶ信号をハードディスク１３に記録する録画処理について、図２のフローチャートを
参照して説明する。この録画処理は、ユーザから録画開始が指令されたとき、または、予
め設定されている録画予約の時刻に達したときに開始される。
【００２５】
ステップＳ１において、受信部１０は、アンテナ等より入力されたテレビジョン放送信号
から、ユーザが選局したプログラムのＡＶ信号を取得してエンコード部１１に出力する。
ステップＳ２において、エンコード部１１は、受信部１０から入力されたＡＶ信号を、所
定の方式（例えば、 MPEG２方式）を用いてエンコードし、得られた符号化データを書き込
み部１２に出力する。ステップＳ３において、書き込み部１２は、エンコード部１２から
入力された符号化データをハードディスク１３に記録する。
【００２６】
以上説明したように、録画部９を構成する受信部１０乃至書き込み部１２による録画処理
によって、テレビジョン放送のプログラムの音声および映像がハードディスク１３に記録
される。
【００２７】
次に、ハードディスク１３に記録されたテレビジョン放送の音声および映像を再生する再
生処理について、図３のフローチャートを参照して説明する。この再生処理は、ユーザか
ら再生開始が指令されたときに開始される。
【００２８】
ステップＳ１１において、読み出し部１５は、ハードディスク１３に記録されている符号
化データ（エンコードされているＡＶ信号）のうち、ユーザに指定されたものを読み出し
てデコード部１６に出力する。ステップＳ１２において、デコード部１６は、読み出し部
１５から入力された符号化データをデコードし、得られたＡＶ信号を出力制御部１７に供
給する。ステップＳ１３において、出力制御部１７は、再生部１４から供給されたＡＶ信
号を後段のモニタに供給する。
【００２９】
ＡＶ信号を供給されたモニタは、ＡＶ信号のうちの音声信号に対応する音声をスピーカか
ら出力し、ＡＶ信号のうちの映像信号に対応する映像をディスプレイに表示する。
【００３０】
以上説明したように、再生部１４を構成する読み出し部１５およびデコード部１６、並び
に出力制御部１７による再生処理によって、ハードディスク１３に記録されているテレビ
ジョン放送のプログラムの音声および映像が再生される。
【００３１】
次に、ハードディスク１３に記録されている符号化データ（エンコードされているＡＶ信
号）を読み出し、他のフォーマットの符号化データに変換してハードディスク１３に記録
する変換処理について、図４乃至図６を参照して説明する。
【００３２】
変換処理は、録画済の符号化データを指定して実行する場合と、録画中の符号化データに
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対して自動的に実行する場合の２種類が存在する。すなわち、変換処理は、ユーザが、モ
ニタに表示される符号化データ管理用のウィンドウに表示された録画済の各符号化データ
に対応するアイコンを、変換設定ウィンドウ３１（図４）にドラッグアンドドロップした
ときに実行される。また、変換処理は、変換設定ウィンドウ３１の自動変換チェックボッ
クス３６（図４）がオンとされている場合、上述した録画処理と同時に自動的に実行され
る。
【００３３】
図４は、所定の操作に対応してモニタに表示される変換処理に関する各種の設定を行うた
めの変換設定ウィンドウ３１の表示例を示している。変換設定ウィンドウ３１のビットマ
ップ領域３２には、変換処理が施される前の符号化データのフォーマット（いまの場合、
MPEG２方式）と、変換処理後の符号化データのフォーマット（いまの場合、 MPEG１方式）
が示される。なお、ビットマップ領域３２に、変換処理を施す符号化データの映像やサム
ネイル画像を表示するようにしてよい。
【００３４】
保存先表示領域３３には、ドラッグアンドドロップによって変換処理が実行された場合に
おける、変換された符号化データが保存されるハードディスク１３のディレクトリが表示
される。いまの場合、保存先として「 C:¥My Document¥MPEG1」フォルダが設定されている
。
【００３５】
「設定」ボタン３４は、保存先表示領域３３に表示されている変換された符号化データの
保存先を変更するための保存先設定ウィンドウ４１（図５）を表示させるとき押下するボ
タンである。
【００３６】
保存先表示領域３５には、録画処理と同時に自動的に変換処理が実行された場合における
、変換された符号化データが保存される保存先（ハードディスク１３のディレクトリ等）
が表示される。いまの場合、保存先としてビデオカプセルが設定されている。
【００３７】
自動変換チェックボックス３６は、変換処理が上述した録画処理と同時に自動的に実行さ
れるように設定するためのチェックボックスであり、デフォルトではオンとされている。
ただし、ハードディスク１３の空き容量が所定の量よりも少ない場合、変換処理は実行さ
れない。
【００３８】
「設定」ボタン３７は、保存先表示領域３５に表示されている変換された符号化データの
保存先を変更するための保存先設定ウィンドウ４１を表示させるとき押下するボタンであ
る。
【００３９】
「タスクトレイに戻す」ボタン３８は、変換設定ウィンドウ３１をアイコン化して表示す
るためのボタンである。「終了」ボタン３９は、変換設定ウィンドウ３１を閉じるための
ボタンである。
【００４０】
なお、変換設定ウィンドウ３１の表示のサイズは、拡大または縮小することができる。
【００４１】
図５は、変換された符号化データの保存先を変更するための保存先設定ウィンドウ４１の
表示例を示している。チェックボックス４２は、変換された符号化データビデオカプセル
として保存するときにオンとされる。チェックボックス４３は、変換された符号化データ
をファイルとして保存するときにオンとされる。なお、ファイルとして保存する場合には
、 MPEG１フォーマットの符号化データに加えて、拡張子 ssx， scx， sdbが付与された属性
データも保存される。
【００４２】
フォルダ名表示領域４４には、変換された符号化データをファイルとして保存するときの
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保存先に設定されているフォルダ名が表示される。「参照」ボタン４５は、変換された符
号化データをファイルとして保存するときの保存先を設定するための設定ダイアログを表
示させるとき押下するボタンである。
【００４３】
「ＯＫ」ボタン４７は、保存先設定ウィンドウ４１に対する設定を確定するとき押下する
ボタンである。「キャンセル」ボタン４６は、保存先設定ウィンドウ４１に対する設定を
キャンセルして、保存先設定ウィンドウ４１を閉じるとき押下するボタンである。
【００４４】
次に、変換設定ウィンドウ３１の自動変換チェックボックス３６がオンとされている場合
において、上述した録画処理と同時に自動的に実行される変換処理について、図６のフロ
ーチャートを参照して説明する。この編集処理が開始される前提として、監視部１８は、
録画部９の動作を監視し、録画中であるか否かを示す監視結果情報を変換部１９に通知し
ているものとする。
【００４５】
ステップＳ２１において、変換部１９は、監視部１８から通知される監視結果情報に基づ
き、録画部９によって録画処理が開始されたか否かを判定して、録画処理が開始されたと
判定するまで待機する。録画処理が開始されたと判定された場合、処理はステップＳ２２
に進む。
【００４６】
ステップＳ２２において、読み出し部１５は、録画部９によってハードディスク１３に現
在録画されている符号化データを読み出し、変換部１９のコンバート部２０に出力する。
ステップＳ２３において、コンバート部２０は、読み出し部１５から供給された符号化デ
ータ（ MPEG２方式でエンコードされているＡＶ信号）のフォーマットを変換して、得られ
た符号化データ（ MPEG１方式でエンコードされているＡＶ信号）を書き込み部２１に出力
する。ステップＳ２４において、書き込み部２１は、コンバート部２０から入力された符
号化データ（ MPEG１方式でエンコードされているＡＶ信号）をハードディスク１３に記録
する。
【００４７】
ステップＳ２５において、変換部１９は、監視部１８から通知される監視結果情報に基づ
き、録画部９によって実行されている録画処理が終了したか否かを判定する。録画処理が
終了していないと判定された場合、処理はステップＳ２２に戻り、それ以降の処理が繰り
返される。録画処理が終了していると判定された場合、処理はステップＳ２１に戻る。
【００４８】
以上説明したように、自動的に実行される変換処理によれば、録画処理によって MPEG２方
式でエンコードされたＡＶ信号がハードディスク１３に記録されることと同時に、 MPEG１
方式でエンコードされたＡＶ信号もハードディスク１３に記録されるので、録画処理が終
了したとき、 MPEG２方式でエンコードされたＡＶ信号と、 MPEG１方式でエンコードされた
ＡＶ信号を同時に得ることができる。
【００４９】
なお、ユーザからの所定のコマンドに対応し、変換処理において、コンバート部２０が再
生部１４の読み出し部１５から供給された符号化データを、そのフォーマットを変換する
ことなく、そのまま、書き込み部２１に出力するようにすることもできる。その場合、録
画処理が終了したとき、 MPEG２方式でエンコードされたＡＶ信号と、そのバックアップを
同時に得ることができる。
【００５０】
さらに、変換処理において、コンバート部２０の出力を出力部２２に供給するようにすれ
ば、録画処理と同時に、 MPEG１方式または MPEG２方式でＡＶ信号がエンコードされている
符号化データを、所定のネットワークを介して他の電子機器に転送することが可能となる
。
【００５１】
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本実施の形態においては、エンコード部１１では MPEG２方式でエンコードし、コンバート
部２０では MPEG２方式に変換するようにしたが、例えば、エンコード部１１では Windows
（商標）プラットフォームにおいて一般的な AVIフォーマットを用いてエンコードし、コ
ンバート部２０では Mac（商標）プラットフォームにおいて一般的な QuickTimeフォーマッ
トに変換するように、任意のフォーマットを用いてエンコードし、また、任意のフォーマ
ットに変換するようにしてもよい。
【００５２】
ところで、上述した一連の処理は、本発明を適用したビデオレコーダのようなハードウェ
アに実行させることができるが、テレビジョン放送受信用ボード等を備えるパーソナルコ
ンピュータが所定のソフトウェアを実行することによっても実現することができる。一連
の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプログラ
ムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ、または、各種のプログラム
をインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナ
ルコンピュータなどに、プログラム格納媒体からインストールされる。
【００５３】
コンピュータにインストールされ、コンピュータによって実行可能な状態とされるプログ
ラムを格納するプログラム格納媒体は、図１に示すように、コンピュータとは別に、ユー
ザにプログラムを提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク
３（フロッピディスクを含む）、光ディスク４（ CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory
)、 DVD(Digital Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク５（ＭＤ (Mini Disc)を含む
）、もしくは半導体メモリ６などよりなるパッケージメディア、または、プログラムが一
時的もしくは永続的に格納される ROMやハードディスクなどにより構成される。プログラ
ム格納媒体へのプログラムの格納は、必要に応じてルータ、モデムなどのインタフェース
を介して、ローカルエリアネットワーク、インタネット、ディジタル衛星放送といった、
有線または無線の通信媒体を利用して行われる。
【００５４】
なお、本明細書において、プログラム格納媒体に格納されるプログラムを記述するステッ
プは、記載された順序に従って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に
処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【００５５】
【発明の効果】
　以上のように、本発明の記録再生装置および方法、並びにプログラムによれば、生成し
た第１の符号化データの記録の処理 を監視し、その監視結果に基づき、

記録の処理と同時に、記録媒体に記録された第１の符号化データを読み出し、第
２の符号化データに変換し、記録媒体に記録するようにしたので、録画中の番組のＡＶ信
号を、他のフォーマットに変換することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したビデオレコーダの構成例を示すブロック図である。
【図２】ビデオレコーダの録画処理を説明するフローチャートである。
【図３】ビデオレコーダの再生処理を説明するフローチャートである。
【図４】変換設定ウィンドウ３１の表示例を示す図である。
【図５】保存先設定ウィンドウ４１の表示例を示す図である。
【図６】ビデオレコーダの変換処理を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
１　制御部，　３　磁気ディスク，　４　光ディスク，　５　光磁気ディスク，６　半導
体メモリ，　７　操作入力部，　９　録画部，　１０　受信部，　１１　エンコード部，
　１２　書き込み部，　１３　ハードディスク，　１４　再生部，　１５　読み出し部，
　１６　デコード部，　１７　出力制御部，　１８監視部，　１９　変換部，　２０　コ
ンバート部，　２１　書き込み部，　２出力部，　３１　変換設定ウィンドウ，　４１　
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の開始 生成した第
１の符号化データの記録の処理が開始されたと判定された場合に、生成した第１の符号化
データの



保存先設定ウィンドウ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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